


駐車許可の対象・対象外
【対象となるケース】
①訪問先から約100m以内に、「駐車場」または「駐車が禁止され
ていない道路」がどちらも存在しない。（あるいは利用することが
不可能）
②駐車禁止だが、駐車することで交通に危険を生じたり交通を著し
く阻害することのない場所がある。

【対象外となるケース】
①コンビニ・スーパーの敷地内に停める
②商業施設・マンションの来客用駐車場に停める
③近隣の月極駐車場の空きスペースに勝手に停める



①スタッフに状況を聞く
・あしテラからのお知らせノートで発信する
https://s01.company.talknote.com/EQXJaUhslw4ttc44Uw
QtSrw/group/550063/msg/210750095
・聞く内容は車のナンバー、駐車許可が欲しい訪問先の利用者
さん氏名、訪問先の住所、駐車したい場所



②フォルダ作成
・C:¥Users¥sunbr¥OneDrive - 株式会社サンブリッジ¥あし
たテラス¥12_安全運転管理¥06_駐車許可について
ここにフォルダを作成（書き方はすでに作成済のフォルダに
準じて）



③スタッフの情報をまとめる
・車のナンバー和歌山581 な 0000のように詳細に（車検証確認）
・住所から管轄の警察署を調べてフォルダを作成→利用者ごとのフォルダも作成
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010100/reiki/reiki_honbun/k501RG00
001232.html



④提出書類
・スタッフの車検証（一人ひとり申請が必要です）
・駐車したい場所の地図（住所がわかるように）
・みちラボの指定通知書（訪問看護に従事していることを知
らせるため）

地図はこんな感じで!→



⑤申請方法
・https://shinsei.e-gov.go.jp/ でログインを選択し、電子申
請アプリケーションをインストール
・インストール後ログインはGビズIDでログインする
※IDとパスワードはタカさんに聞く



⑤申請方法
・ログイン後、手続きブックマークから駐車許可の申請を選択

・申請書入力へを選択



⑥申請書入力
・申請日、提出先、申請者住所、申請者氏名、申請者電話番号を入力



⑥申請書入力
・車のナンバー、許可を受けようとする日にち、許可を

受けようとする場所、理由を入力
※日にちは申請日の1週間後に

場所は和歌山県〇〇 付近道路
理由は訪問看護のためで統一

・備考には新規・継続・過去に許可済み
があるので、状況に応じて選択



⑥申請書入力
・添付書類
→用務を疎明する書面に指定通知書

自動車検査証～には車検証
許可を受けようと～には地図を添付



⑥申請書入力
・提出先は管轄警察署を選択

・内容を確認して提出



⑦フォルダにまとめる
・申請書提出後に申請控えを選択しダウンロードする
・zipファイルがダウンロードされるので、中身にフォルダをスタッフの名前に変更し
て保存しておく


